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規

則

青
森
県
空
き
缶
等
散
乱
防
止
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
十
二
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

青
森
県
規
則
第
四
号

青
森
県
空
き
缶
等
散
乱
防
止
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
空
き
缶
等
散
乱
防
止
条
例
施
行
規
則

(

平
成
十
年
三
月
青
森
県
規
則
第
二
十
四
号)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
三
内
丸
山
遺
跡
空
き
缶
等
散
乱
防
止
重
点
地
区
の
項
中

｢

第
六
十
九
条
第
一
項｣

を

｢

第
六

十
九
条
第
二
項｣

に
、｢

史
跡｣

を

｢

特
別
史
跡｣

に
改
め
、
同
表
奥
入
瀬
渓
流
・
青
撫
山
空
き
缶

等
散
乱
防
止
重
点
地
区
の
項
中

｢

第
十
八
条
第
一
項｣

を

｢

第
十
四
条
第
一
項｣

に
改
め
、
同
表
薬

研
温
泉
・
渓
流
空
き
缶
等
散
乱
防
止
重
点
地
区
の
項
中

｢

国
有
林
一
六
四
林
班｣

を

｢

国
有
林
一
一

六
四
林
班｣

に
、｢

国
有
林
四
八
林
班｣

を

｢

国
有
林
一
〇
四
八
林
班｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
奥
入
瀬
渓
流
・
青
撫
山
空
き
缶
等
散

乱
防
止
重
点
地
区
の
項
の
改
正
規
定
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

青
森
県
告
示
第
百
三
十
九
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域

を
次
の
よ
う
に
決
定
し
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。
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第
二
千
百
四
十
七
号

平
成
十
五
年
三
月
十
二
日

(

水
曜
日)
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な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
五
年
四
月
十
一
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備
部

道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
十
二
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路
線
名

八
戸
環
状
線

三

道
路
の
区
域

青
森
県
告
示
第
百
四
十
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
五
年
四
月
十
一
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備
部

道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
十
二
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

青 森 県 報平成15年３月12日 水曜日 第2147号 �

区

間

敷
地
の
幅
員

敷
地
の
延
長

備
考

八
戸
市
大
字
市
川
町
字
尻
引
前
山
三
一
の

八
一
九
か
ら

八
戸
市
大
字
市
川
町
字
和
野
前
山
一
七
の

四
九
六
ま
で

二
六
・
五
〇
メ
ー

ト
ル
か
ら

八
一
・
〇
〇
メ
ー

ト
ル
ま
で

一
、
三
三
一
・
〇

〇
メ
ー
ト
ル

八
戸
市
大
字
尻
内
町
字
下
毛
合
清
水
一
の

二
五
か
ら

八
戸
市
大
字
尻
内
町
字
北
熊
ノ
沢
三
二
の

五
四
ま
で

二
六
・
〇
〇
メ
ー

ト
ル
か
ら

九
六
・
〇
〇
メ
ー

ト
ル
ま
で

一
、
〇
〇
三
・
〇

〇
メ
ー
ト
ル

� �

２ １ 図
面
番
号

県

道

県

道

道
路
の

種

類

八
戸
三
沢
線

八
戸
野
辺
地

線 路
線
名

八
戸
市
大
字
尻
内
町
字
根
岸
山
添
一
三
の
三
か
ら

八
戸
市
大
字
尻
内
町
字
下
平
添
一
一
三
の
一
ま
で

八
戸
市
大
字
尻
内
町
字
松
森
四
五
の
一
か
ら

八
戸
市
大
字
尻
内
町
字
根
岸
山
添
一
三
の
三
ま
で

八
戸
市
大
字
尻
内
町
字
直
田
堰
三
三
の
一
か
ら

八
戸
市
大
字
尻
内
町
字
根
岸
山
添
一
三
の
三
ま
で

八
戸
市
大
字
市
川
町
字
尻
引
前
山
三
一
の
一
〇
九
か
ら

八
戸
市
大
字
市
川
町
字
尻
引
前
山
三
一
の
六
三
六
ま
で

変

更

の

区

間

後 後 前 後 後 前 後 前
変
更
の

前
後
別

一
八
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

七
三
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

八
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
八
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

八
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
八
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
四
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

四
八
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
九
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
九
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
一
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

七
四
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

二
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

敷

地

の

幅

員

一
、
二
八
四
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

一
、
三
一
一
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

一
、
三
一
一
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

一
、
〇
九
六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

一
、
〇
一
六
・
二
〇
メ
ー
ト
ル

一
、
〇
一
六
・
二
〇
メ
ー
ト
ル

四
五
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

四
五
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

敷

地

の

延

長

備
考
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９ ８ ７ ６ ５ ４ ３

県

道

県

道

県

道

県

道

県

道

県

道

県

道

妙
売
市
線

差
波
新
井
田

線 栃
棚
手
倉
橋

線 南
部
田
子
線

軽
米
名
川
線

橋
向
五
戸
線

八
戸
大
野
線

八
戸
市
大
字
新
井
田
字
横
町
二
一
の
一
か
ら

八
戸
市
大
字
新
井
田
字
横
町
四
三
の
一
ま
で

八
戸
市
大
字
新
井
田
字
前
田
一
五
の
三
か
ら

八
戸
市
大
字
新
井
田
字
山
道
一
一
の
一
ま
で

三
戸
郡
新
郷
村
大
字
西
越
字
大
窪
四
五
の
九
か
ら

三
戸
郡
新
郷
村
大
字
西
越
字
水
上
三
五
の
三
ま
で

三
戸
郡
田
子
町
大
字
田
子
字
下
モ
鳴
滝
一
〇
か
ら

三
戸
郡
田
子
町
大
字
田
子
字
土
橋
道
ノ
上
二
四
の
六
ま
で

三
戸
郡
田
子
町
大
字
田
子
字
下
モ
鳴
滝
一
〇
か
ら

三
戸
郡
田
子
町
大
字
田
子
字
土
橋
道
ノ
上
五
の
五
ま
で

三
戸
郡
名
川
町
大
字
下
名
久
井
字
宗
前
一
八
の
五
か
ら

三
戸
郡
名
川
町
大
字
下
名
久
井
字
下
タ
田
川
原
一
の
一
ま
で

八
戸
市
大
字
市
川
町
字
市
川
三
五
の
一
か
ら

八
戸
市
大
字
市
川
町
字
中
谷
地
四
四
の
一
ま
で

三
戸
郡
階
上
町
大
字
田
代
字
平
畑
三
の
一
か
ら

三
戸
郡
階
上
町
大
字
田
代
字
銭
蒔
四
の
四
四
ま
で

後 前 後 前 後 前 後 後 前 後 前 後 前 後 後 前

一
九
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

四
七
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

七
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
三
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
七
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

二
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

六
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
三
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

八
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

二
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

三
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

八
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
三
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

七
一
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
一
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

九
六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

六
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
七
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
二
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

二
七
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

七
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

九
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
六
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

九
一
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
二
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

三
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
二
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

三
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

三
三
一
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

三
三
六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

一
四
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

一
四
九
・
五
〇
メ
ー
ト
ル

六
四
五
・
二
〇
メ
ー
ト
ル

六
三
六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

一
、
二
三
一
・
七
七
メ
ー
ト
ル

一
、
五
三
四
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

一
、
五
三
四
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

八
四
八
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

八
三
一
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

三
六
六
・
六
〇
メ
ー
ト
ル

三
六
六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

五
八
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

六
九
三
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

六
九
三
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
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青
森
県
告
示
第
百
四
十
一
号

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
八
戸
都
市

計
画
道
路
に
関
す
る
都
市
計
画
を
変
更
す
る
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
書
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課
及
び
八
戸
市
都
市
開
発
部
都
市
開

発
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
十
二
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

縦
覧
に
供
す
る
図
書
の
名
称

一

総
括
図

二

計
画
図

三

計
画
書

青
森
県
告
示
第
百
四
十
二
号

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
む
つ
都
市

計
画
道
路
に
関
す
る
都
市
計
画
を
変
更
す
る
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
書
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課
及
び
む
つ
市
建
設
部
都
市
計
画
課

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
十
二
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

縦
覧
に
供
す
る
図
書
の
名
称

一

総
括
図

二

計
画
図

三

計
画
書

公

告

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
十
二
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

一

商
号
又
は
名
称

大
池
建
設

二

氏
名

大
池

義
輝

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

上
北
郡
七
戸
町
字
寒
水
六
五
の
五

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
九)

第
一
六
三
八
三
号

五

取
消
年
月
日

平
成
十
五
年
二
月
二
十
八
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

板
金
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
五
年
二
月
十
九
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
目

屋
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七

項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
十
二
日

中
南
地
方
農
林
水
産
事
務
所
長

小

野

�

司
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� �

土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
事
業
を
行
う
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た

の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
十
二
日

三
戸
地
方
農
林
水
産
事
務
所
長

平

野

隆

夫

青 森 県 報������	�
� �� 第2147号�

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
及
び
退
任

の

年

月

日

理

事

〃

平
田

伊
佐
市

佐
藤

義
見

中
津
軽
郡
西
目
屋
村
大
字
田
代
字
山
科

九
一

弘
前
市
大
字
中
畑
字
旭
岡
六
三

平
成
��

･

�･

�就
任

��･

�･

��退
任

土

地

改

良

事

業

の

名

称

事
業
を
行
う
者

工
事
完
了

年

月

日

十
四
年
災
農
地
災
害
復
旧
事
業

六
五
―
一

南

郷

村

平
成
��･

�･

��

〃

六
五
―
二

〃

��･

�･

��

〃

六
五
―
七

〃

〃

十
四
年
災
農
業
用
施
設
災
害
復
旧
事
業
六
五
―
一
〇
一

〃

��･
�･
��

〃

六
五
―
一
〇
五

〃

��･

�･
�

� �



� �

(

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

発

行

所

・

発

行

人

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

青
森
市
古
川
二
丁
目
一
七
番
五
号

東

奥

印

刷

株

式

会

社

印

刷

所

・

販

売

人
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